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令和 4年度 坂戸市西部地域包括支援センター事業報告書 

 

１ 基本方針 

（１）坂戸市西部地域包括支援センター（以下「センター」という。）は、高齢者等の心身の健康

保持及び生活の安定のために必要な援助を実施した。 

（２）センター事業は「第８期坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び「令和 4年度 

坂戸市地域包括支援センター運営基本指針」に基づき、年間事業計画表に従い実施した。 

（３）住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、医療、介護、福祉と連携を取り 

  気軽に相談しやすいセンターの運営に努めた。 

 

２ 今年度の取り組みと目標 

 

項目 事業・取組 内容 目標 

運営体制 センター職員の

スキルアップ 

職員が講師となり他職員に OJT を行っ

た。 

1回／年 

総合相談支援事業 地域住民への周

知 

今年度４月より西坂戸支所が開所し、地

域住民（西坂戸中心）に周知活動を行っ

た。圏域内のサロンを通じてセンターの

周知を行った。 

3回／年 

包括的・継続的ケ

アマネジメント 

介護支援専門員

への支援 

事業所訪問を実施し、相談しやすい関係

を作り情報交換の機会を設けた。 

圏域内全事

業所 

介護予防推進事業 坂戸お達者体操

グループへの支

援 

圏域内に新規グループが立ち上がるよ

うに周知し、支援した。 

1グループ 

 

３ 運営体制 

（１）所内の情報共有について 

  ・毎朝夕、全職員（西坂戸支所の職員も含める）にてミーティングを実施した。ミーティン

グでは、連絡事項の伝達、各事業の報告等を行い、全職員が担当以外の事業も把握できる

ように努めた。 

  ・市及び関係機関からの通達や文書による連絡事項は、センター内で回覧後、適切に保管を

行った。 

  ・事業所内の包括会議を月に 1 度（必要時適宜実施）行い、情報共有、ケース検討、行事等

の進捗状況の確認等を行い、会議録は回覧後、センターにて適切に保存していた。 

  ・職員が交代にて西坂戸支所の相談業務を行い、支所での相談業務に対応した。 

（２）職員研修について 

・介護予防・生活支援サービス事業（サービスＢ）について  

・サービスに係る費用（医療、介護などの負担限度額等）について  

   コロナ禍の感染対応、西坂戸支所のカフェ立ち上げの準備等に追われ、上記研修を実施す 

   ることはできなかったが、コロナの感染対策の対応については全職員にて研修を行った。 

 

４ 包括的支援事業 

（１）総合相談支援業務 

・民生委員定例会（６回/年）、サロン活動、お達者体操、老人会等の地域活動などはコロナ感 

染の状況を鑑みながら関係機関と連携を深めて実態把握を行った。 

・包括支援センターの機能の周知については、サロン活動・自治会・老人会・民生委員定例 
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会等を通じて行い、関係機関などには、パンフレットの掲示をお願いした。また、多様な 

相談に対処できるように、職員研修などの実施や窓口体制を整えた。相談に際しては、公 

正中立な立場で真摯に対応を行った。 

・地域のネットワークづくりについて 

グループホーム運営推進会議（1回／2ヶ月）は延期または書面会議であったため、書面に 

て参加をした。民生委員定例会（1回／月）見守りネットワーク会議及び研修会（1回／年） 

はWEB研修に参加した。ネットワークの充実を図り、関係者と顔の見える関係を作った。 

 

（２）権利擁護業務 

・虐待防止、虐待への対応 

  サロン活動、お達者体操、老人会、自治会、民生委員定例会などへ参加し、センターが 

  高齢者虐待の相談窓口であることを周知した。通報者や関係機関から情報収集を行い、 

市のマニュアルに従って関係部署と連携を図り速やかに対応を行った。おれんじカフェ 

や介護者サロンにて高齢者虐待についての勉強会を年に 1回各カフェにて実施した。 

・成年後見制度 

  おれんじカフェ・地域サロンなどに出向き、成年後見制度の周知を行った。社会福祉協

議会の協力を得て実践例などを知り、成年後見制度について知識を得た。 

・消費者被害へ取り組みについて 

西入間警察署と連携を図り、地域住民に対して詐欺予防の講話などを定期的（1 回/2 ヶ

月）サロンにて開催し、消費者被害防止に取り組んだ。坂戸地区の被害状況などを知り、

予防方法について学んだ。 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント業務 

・包括的・継続的なケアマネジメント体制の構築 

  地域における包括的・継続的なケアを実現するため、関係機関や介護支援専門員と連携 

を図った。センターの主任介護支援専門員が中心となり、必要に応じて介護支援専門員 

の助言や同行訪問を行った。介護支援専門員が一名の居宅介護支援事所に対しては、 

いつでも気軽に相談しやすいように声掛けを行った。  

・介護支援専門員への支援 

  市内の介護支援専門員を対象とした研修を、年に 1回（11/24）実施した。研修会は他の

センターと共同で実施した。困難な事例の対応については、関係機関などと連携を取り、

個別のケア会議、圏域地域ケア会議において情報交換などを実施した。圏域の事業所訪

問を定期的（1回/年）に行った。 

 

５ 地域包括ケアシステム推進 

団塊の世代が 75歳以上となり高齢化が一段と進む令和 7年に向けて、住み慣れた地域で高齢 

者が自立した生活を営めるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援サービスが切れ目な

く提供される地域包括ケアシステムの実現をめざした取り組みを推進した。 

 

（１） 在宅医療・介護連携推進事業 

・坂戸市・鶴ヶ島市地域包括ケアシステム推進協議会、他職種連携研修会、医師会や医療機関 

の主催する各会議や研修会に参加した。 

 ・関係機関と協力をして在宅医療や介護が一体的に提供される体制を整え、将来に備えて「私  

の意思表示ノート」「エンディングノート」などアドバンスケアプランニングの普及活動は、

サロン活動を中心に行った。 

（２）生活支援体制整備事業 

・生活支援コーディネーターが中心となり、第１層の生活支援コーディネーターとの連携を図

り、地域住民と共に、年に 2回地域ミーティング（7/21 1/29）を開催した。地域ミー 

ティングでは、情報共有、新たな社会資源の開発、担い手育成などの検討を行った。            
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・現在活動をされている住民団体の事業が継続できるように、定期的な話し合いの場へ参加し、 

介護者教室（12/14）を主催されたのでサポートを行った。 

（３）認知症総合支援事業 

 ・認知症高齢者及び地域住民が集う、おれんじカフェを 3 か所運営しているが、４月より西坂

戸支所が開設されたため、西坂戸地区に１か所おれんじカフェを９月から立ち上げた。各場

所にて（1回/月）、コロナ感染の状況を確認し、感染対策を行いながら開催した。 

・認知症初期集中チーム員を配置し、チーム医と連携を取りながら認知症の方、または疑いのあ

る方に初期対応に努めた。 

・西坂戸地区支所の開設に伴い、西坂戸地区にて地域住民を対象とした認知症サポーター養成

講座（12/3） 高齢者の声掛け訓練（1/28） 認知症学習会、認知症疾患センターの医師を招

き、認知症学習会を年に一度（11/24）実施、合わせて認知症出張相談会、認知症の地域住民

が認知症について理解を深め、成年後見制度についても周知を深めた。 

（４）地域ケア会議推進事業 

・多職種や住民、地域組織にてケース検討を行うことにより、相互の連携を図りネットワーク

を構築した。個別支援を通じて地域での高齢者の取り巻く状況について情報の共有、課題の

及び対策について検討を行った。地域課題の抽出を目的とした圏域の地域ケア会議を年に 2

回（6/16、10/20）実施した。圏域の介護支援専門員や関係機関、地域住民と情報共有を行い、

西部地区の特性を踏まえた社会資源のニーズの把握を行った。 

・ケアマネマネジメントの質の向上を目的とした自立支援型地域ケア会議を、年に 2 回（8/17 

1/18）に開催した。また事例を提出し、センター職員の質の向上を図った。 

・市役所で行われている地域ケア推進会議（6/24 1/27）に参加し、圏域の地域ケア会議地域の 

課題の提案を行った。 

（５）介護予防推進事業 

 ・既存のお達者体操の自主グループのサポートをするとともに、既存のグループのない地域 

  に、新たにお達者体操の自主グループを 1か所（中里地区）立ち上げた。 

 ・虚弱高齢者に対し基本チェックリスト等を行い、一般介護予防事業や介護予防・日常生活 

支援総合事業（サービス C）などへ適切につなげた。 

・センター職員が職員研修でフレイルについて学び、実態把握のための訪問や地域の集まりで、 

フレイルの予防についてパンフレット等を配布した。 

 ・圏域内（大家公民館）にてすこやか脳クラブ（6/22～11/30）を実施した。 

 

６ 介護予防ケアマネジメント・指定介護予防支援事業 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるようにするため、できる限り在宅で自立し 

た日常生活を継続できるように支援することを基本とした。また、利用者のできることを利 

用者と共に発見し、利用者の主体的な活動と生活の質の向上を高めることを目標とした。 

・介護予防ケアマネジメントでは、具体的な目標を明確にし、自立支援型地域ケア会議の活用 

と、専門職の助言をケアプランに取り入れ、利用者の特性を生かしたケアプラン作成をした。 

・サービス提供に際しては、公平性を踏まえた情報提供を行い、目標の達成状況を評価し、必 

要に応じ見直しを行った。 

 

７ その他の事業 

・介護者支援事業 

「介護者サロンほっと🌞ほっと」の継続支援を行った。公的機関などにパンフレットを配布 

し、周知活動を行いながらボランティアの方と情報交換を行った。 

 ・西坂戸支所の周知活動は、４月より自治会などの協力を得ながら、支所の役割、業務内容な

どの説明を行った。 
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坂戸市西部地域包括支援センター概要 

１事業者概要 
法 人 名 称 社会福祉法人シャローム埼玉 

代表者役職名 理事長 木村 友紀 

事業所名称 坂戸市西部地域包括支援センター 

事業所所在地 坂戸市大字新堀字毛地１番地１ 

電 話 番 号 ０４９－２８２－４５９２ 

ＦＡＸ番号 ０４９－２８２－４５９８ 

事業所名称 坂戸市西部地域包括支援センター西坂戸支所 

事業所所在地 坂戸市西坂戸３丁目２番地１０ 

電 話 番 号 ０４９－２９９－６２８６ 

ＦＡＸ番号 ０４９－２９９－６２８７ 

介護保険事業所番号 １１０６００００４３ 

サービス提供地域 坂戸市西部地区（入西・大家地区） 

 

２事業所の職員体制 

 （１）職員配置数 

職 員 常勤職員 非常勤職員 備 考 

管理者 １名 0名  

保健師等 １名 0名  

主任介護支援専門員 １名 0名  

社会福祉士等 2名 0名  

介護支援専門員 
2名（管理者兼

務） 
1名  

事務員 0名 0名  

事業期間中の採用予定者 1名 0名  

 

 （２）職員の勤務時間 

区 分 サービス提供時間 備 考 

平日 ８：３０～１７：３０  

土曜日 ８：３０～１７：３０  

日曜日 休み  

 

３サービス提供時間 

本店 

区 分 勤務時間 備 考 

平日 ８：３０～１７：３０  

土曜日 ８：３０～１７：３０  

支店 

平日 ９：００～１７：００  

土曜日 ９：００～１７：００  

共通 

日曜日 休み  

祝日 休み  

年末年始（１２月２９日～１月３

日） 
休み  
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４事業所建物の概要 

本店 

建物構造の概要 鉄筋コンクリート造 

竣工年月日 平成３０年３月１４日 

建物増改築の概要 平屋１階：事務室・相談室・グループホーム 

執務室面積等 

事務室        部屋数１ ３５．５９  ㎡ 

相談室        部屋数１ ９.９３  ㎡ 

その他の部屋   倉庫  ５．７９ ㎡ 

駐車場  ５台分    ５３．３３    ㎡ 

支店 

建物構造の概要 鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

竣工年月日 平成３年５月 

建物増改築の概要     

 執務室面積等 

事務室  

相談室  

   その他の部屋   

駐車場  ２台分 

 

 

従事者名簿 

 

職 種 
（ふりがな） 

氏 名 
住 所 生年月日 所有する資格 

管理者    

 

介護支援専門員 

 

保健師等    看護師 

主任介護支援専門員    
主任介護支援専門員 

看護師 

社会福祉士等    
社会福祉士 

介護支援専門員   

社会福祉士等    社会福祉士 

介護支援専門員    介護支援専門員 

 介護支援専門員    介護支援専門員 

介護支援専門員    介護支援専門員 

 

 


